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第 号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

安
委
規
程

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

告

口
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
三
項
の

告土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
地
域
政
策

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

安
林
指
定
の
解
除
（
周
防
大
島
町
）

路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

週
火
・
金
曜
日
発
行

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部

示

…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…

防
課
）
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規
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よ
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公
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聴
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（
建
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…

の
申
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県
民
生
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課
）
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…
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認
証
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申
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県
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課
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…
…

項
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規
定
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届
出
（
商
政
課
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…

項
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規
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届
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（
商
政
課
）
…

護
機
関
の
廃
止
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届
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（
厚
政
課
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…

関
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指
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（
七
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政
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…
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整
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…
…
…
…
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二
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四
項
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お
り
介
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し
た
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課
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…
…
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…
…
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…
…
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平 成 年
月 日

（金曜日）

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

議
会

の
五

介

護

老

人

名

称

錦
町
老
人
保
健
施
設
あ
さ
ぎ
り

の
郷

〃

〃

〃〃

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
阿

武
町
社
会
福
祉
協

阿
武
郡
阿

字
奈
古
三

医
療
生
活
協
同

組
合
健
文
会

宇
部
市
五
十

山
町
一
六
番

三
号

社
会
福
祉
法
人

阿
武
町
社
会
福

祉
協
議
会

阿
武
郡
阿
武

大
字
奈
古
三

八
一
の
五

錦
町

玖
珂
郡
錦
町

字
広
瀬
六
七

八

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
七
日

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

保

健

施

設

所

在

玖
珂
郡
錦
町
大
字
広
瀬
七
〇
五

〃

〃

〃

〃〃

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

武
町
大

〇
八
一

社
会
福
祉
法
人
阿

武
町
社
会
福
祉
協

阿字

目二

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は

ば
た
き

宇
部
市
五

山
町
四
番

一
号

町〇

社
会
福
祉
法
人

阿
武
町
社
会
福

祉
協
議
会
指
定

訪
問
介
護
事
業

所

阿
武
郡
阿

大
字
木
与

の
三

大四

錦
町
老
人
保
健

施
設
あ
さ
ぎ
り

の
郷

玖
珂
郡
錦

字
広
瀬
七

山
口

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

一

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地

廃

止

年

月

日

地

平
成
一
八
、

三
、
一

〃

短
期
入

所
療
養

介
護

〃

〃

〃

事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

武
郡
阿
武
町
大

木
与
三
七
の
三

平
成
一
八
、

三
、
三

十
目

八

訪
問
介

護

平
成
一
八
、

五
、
三

武
町
三
七

〃

〃

三
、
〃

町
大

〇
五

通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

〃

〃

一

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地

九 一 一九

告

示



平成 年 月 日 金曜日

宇
部

祉
協

医
療

会医
療

裕
嵩

医
院

有
限

便
り

山 口

アサ
ー

有
限

ム
ヘ
ば
る

社
会
阿
武
祉
協

社
会

（定期）県 報

居氏称
医
療
組
合

有

第 号

医
療

組
合

山
生

介
護

市
社
会
福

議
会

二
丁
目
四
番
二

〇
号

家ス

法
人
英
知

山
口
市
桜
畠
二

丁
目
六
番
八
号

デセり

法
人
社
団

会
波
多
野

萩
市
大
字
堀
内

二
四
七
の
五

医裕医

会
社
風
の

岩
国
市
平
田
二

丁
目
一
八
番
一

二
号

宅り

ー
ネ
ッ
ト

ビ
ス

々
万
本
郷
七
六

八
の
五

テさ

会
社
ホ
ー

ル
パ
ー
す

柳
井
市
柳
井
二

二
五
九
の
一
四

有ムば

福
祉
法
人

町
社
会
福

議
会

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
奈
古
三
〇

八
一
の
五

社阿祉訪所

福
祉
法
人

宇
部
市
琴
芝
町

宇

平
成
十
八
年
七
月
七
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

生
活
協
同

健
文
会

宇
部
市
五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

ヘテば

限
会
社
ケ

周
南
市
大
字
須

ヘ

生
活
協
同

健
文
会

宇
部
市
五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

ヘテば

口
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

デ
イ
サ
ー
ビ

木
一
五
八
五
の

一

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
ひ
か

山
口
市
桜
畠
二

丁
目
二
三
〇
六

の
一

療
法
人
社
団

嵩
会
波
多
野

院
タ
ン
ポ
ポ

萩
市
大
字
堀
内

二
四
七
の
五

老
所
風
の
便

岩
国
市
平
田
二

丁
目
一
八
番
一

二
号

ー
シ
ョ
ン
・

く
ら
ほ
う
ふ

二
丁
目
九
番
三

四
号

限
会
社
ホ
ー

ヘ
ル
パ
ー
す

る

柳
井
市
柳
井
二

二
五
九
の
一
四

会
福
祉
法
人

武
町
社
会
福

協
議
会
指
定

問
介
護
事
業

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
奈
古
三
〇

八
一
の
五

部
社
協
虹
の

宇
部
市
大
字
船

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
は

た
き

宇
部
市
末
広
町

一
番
一
三
号

ル
パ
ー
ス

防
府
市
三
田
尻

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
は

た
き

宇
部
市
五
十
目

山
町
四
番
八

一
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

護

五
、

〃

〃

〃

三
、

〃

〃

〃

六
、

〃

〃

平
成
一
七
、

一
一
、

〃

二
、

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

通
所
介

〃

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

訪
問
介

護

平
成
一
八
、
六
、

一

〃

〃

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
一
八
、

五
、
三
一

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
四

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
八
年
七
月
七
日

二
丁
目
九

〃

〃

〃

〃

〃

株
式
会
社
不
二

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス

広
島
市
中
区

丁
堀
一
五
番

〇
号

医
療
法
人
健
仁

会

山
陽
小
野
田

日
の
出
三
丁

七
番
二
号

陽
光
会

目
二
二
番
一

号

共
立
美
東
国
民

健
康
保
険
病
院

組
合

美
祢
郡
美
東

大
字
大
田
三

〇
〇

社
会
福
祉
法
人

神
原
苑

宇
部
市
神
原

二
丁
目
一
番

二
号

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

有
限
会
社
岩
国

メ
デ
ィ
カ
ル
サ

ポ
ー
ト

〃

南
岩

町
四
丁
目
五

番
二
七
号

株
式
会
社
不
二

ビ
ル
サ
ー
ビ
ス

広
島
市
中
区

丁
堀
一
五
番

〇
号

有
限
会
社
あ
い

周
南
市
秋
月

丁
目
一
番
一

号

医
療
法
人
社
団

光
市
島
田
二

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

山
口

二

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
菊
川

周
南
市
大

上
六
四
四

八一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ふ
じ

徳
山

〃

大

山
一
〇
一

一

市目

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
風
花

山
陽
小
野

大
字
山
川

の
一

六

会
光
中
央
病
院

目
二
二
番

号

町八

共
立
美
東
国
民

健
康
保
険
病
院

美
祢
郡
美

大
字
大
田

〇
〇

町二

神
原
苑
琴
芝
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

宇
部
市
神

二
丁
目
一

二
号

田台

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
下
松

下
松
市
大

武
下
四
三

国七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
か
え

で

〃

南

町
四
丁
目

番
五

一

八一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ふ
じ

徳
山

周
南
市
大

山
一
〇
一

一

一〇

あ
い
・
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
秋
月

〃

秋

丁
目
九
番

丁

医
療
法
人
陽
光

光
市
島
田

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

字
下
の
一

〃

〃

〃

字
徳
二
の

〃

〃

〃

田
市
九
〇

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

〃

〃

一
六

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

一
〇
、

東
町

三
八

短
期
入

所
療
養

介
護

平
成
一
八
、

四
、

原
町
番
二

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護

〃

〃

字
末
八
の

〃

〃

〃

岩
国

五
九

号

〃

平
成
一
八
、

三
、

字
徳

二
の

〃

〃

二
、

月
三

一
号

〃

〃

四
、

二
丁

通
所
リ

平
成
一
二
、

二

、 〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃



平成

株
式

学
館

年 月 日 金曜日

株
式

有
限

ト
ク

益
田

株
式

学
館

有
限

事

山 口 県

介
護特名

常
盤
社

（定期）報

社
会
武
町
議
会

山
生

第 号

居名
愛
介

タ
ー

有
限

株
式

学
館

会
社
ニ
チ
イ

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二
丁

目
九

会
社
は
ん
ど

〃

小
松
原
町

二
丁
目
一
〇
番
二

四
号

会
社
ホ
ワ
イ

リ
ー
ニ
ン
グ

島
根
県
浜
田
市
下

府
町
一
八
九
の
一

会
社
ニ
チ
イ

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二
丁

目
九

会
社
双
葉
商

岩
国
市
川
西
四
丁

目
五
番
五
号

扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付

平
成
十
八
年
七
月
七
日

定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

薬
品
株
式
会

宇
部
市
大
字
妻
崎

開
作
八
六
〇
の
一

目
九

福
祉
法
人
阿

社
会
福
祉
協

阿
武
郡
阿
武
町
大

字
奈
古
三
〇
八
一

の
五

口
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

護
支
援
セ
ン

有
限
会
社

防
府
市
駅
南
町
八

番
三
二
号

会
社
あ
い

周
南
市
秋
月
一
丁

目
一
番
一
〇
号

会
社
ニ
チ
イ

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二
丁

シ
ョ
ッ
プ
ふ
た
ば

号

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
周
南

周
南
市

目
五
番

は
ん
ど
宇
部
店

〃二
丁
目

四
号

ホ
ワ
イ
ト
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
ハ
ー
ト
・

ケ
ア
事
業
部

萩
市
大

四
二
の

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
川
西

岩
国
市

目
五
番

有
限
会
社
双
葉
商

事
ヘ
ル
ス
ケ
ア

〃丁
目
二

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と

山
口
県
知

特
定
福
祉
用
具
販
売
事

名

称

所

常
盤
薬
品
株
式
会

社
介
護
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

宇
部
市

開
作
八

社
会
福
祉
法
人
阿

武
町
社
会
福
祉
協

議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

阿
武
郡

字
奈
古

の
五

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

愛
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

防
府
市

番
三
二

あ
い
・
周
南
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

周
南
市

目
一
番

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
周
南

〃目
五
番

桜
木
三
丁

六
〇
号

〃

〃

〃

小
松
原
町

一
〇
番
二

〃

〃

〃

字
椿
二
七

三

〃

〃

〃

川
西
三
丁

四
一
号

〃

〃

〃

尾
津
町
二

一
番
三
四

〃

〃

〃

お
り
指
定
し
た
。

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

大
字
妻
崎

六
〇
の
一

平
成
一
八
、
四
、

一

阿
武
町
大

三
〇
八
一

平
成
一
八
、
四
、

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

業
所

指
定
年
月
日

在

地

駅
南
町
八

号

平
成
一
七
、

六
、

一

秋
月
一
丁

一
〇
号

平
成
一
五
、

四
、

〃

桜
木
三
丁

六
〇
号

平
成
一
六
、

七
、

〃

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
十
八
年
七
月
七
日

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

博
愛
会

防
府
市
大
字

道
一
六
五
五

介

護

老

人

名

称

岩
国
市
錦
介
護
老
人
保
健
施
設

あ
さ
ぎ
り
の
郷

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

パ
ー
ツ
介
護
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

字
東
高
泊

五
の
一
五

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
六

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護

平
成
十
八
年
七
月
七
日

海
井
医
科
器
械
株

式
会
社

岩
国
市
御

目
一
〇
一

株
式
会
社
ハ
ッ
タ

山
口

周
南
市
大

一
一
二
四

周
南
農
業
協
同
組

合

下
松
市
西

目
三
番
四

有
限
会
社
オ
ー

山
陽
小
野

所

一
〇
五

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

台

宇
部
あ
か
り
園

訪
問
介
護
事
業

宇
部
市
大

岐
波
二
二

山
口

保

健

施

設

所

在

岩
国
市
錦
町
広
瀬
七
〇
五

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

一
九
一

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

字五

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

庄
二
丁

の
三

海
井
医
科
器
械
株

式
会
社
周
南
営
業

所

〃目

字
久
米

株
式
会
社
ハ
ッ
タ

山
口

〃一

柳
二
丁

八
号

周
南
福
祉
用

具
レ
ン
タ
ル
事
業

所

〃目

田
市
大

オ
ー
パ
ー
ツ
介
護

山

三

介
護

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地字
西

九
の

介
護
予

防
訪
問

平
成
一
八
、

四
、

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

地

平
成
一
八
、

三
、
二

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

東
高
泊
一
九
一

の
一
五

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

鼓
海
二
丁

一
一
八
の
七
二

〃

〃

大
字
久
米

一
二
四

〃

〃

清
水
一
丁

九
番
五
号

〃

〃

陽
小
野
田
市
大

〃

一 〇、 〃、 〃〃〃



平成 年 月 日 金曜日

株
式

株
式

イ
学

医
療

陽
光

社
会

大
和

山 口

医
療
院第

一
会
社

双
葉

（定期）県 報

有アサ
ー

社
会

ひ
と

株
式
イ
学

〃

第 号

社
会

光
栄

医
療

会医
療
組
合

ま

会
社

丁
目
五
番
五
号

株介た

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

アセ

法
人
社
団

会

光
市
島
田
二
丁

目
二
二
番
一
六

号

光問

福
祉
法
人

福
祉
会

〃

大
字
岩
田

二
六
七

ヘテ

〃

法
人
錦
病

岩
国
市
錦
見
七

丁
目
一
五
番
七

号

医院護業ンす

交
通
有
限

〃

南
岩
国

町
四
丁
目
六
五

番
二
八
号

第サ

タ
ク
シ
ー

〃

川
西
四

双

限
会
社
ケ

ー
ネ
ッ
ト

ビ
ス

周
南
市
大
字
須

々
万
本
郷
七
六

八
の
五

ヘテさ

福
祉
法
人

つ
の
会

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

ヘテマ防

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

アセ

〃

〃

〃

アセ

福
祉
法
人

会

宇
部
市
大
字
東

岐
波
二
二
三

社光園テ

法
人
和
同

〃

大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

常宅ン

生
活
協
同

健
文
会

〃

五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

ヘテば
と 式

会
社
訪
問

護
事
業
所
ふ

ば

二
丁
目
二
一
番

三
四
号

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
光

光
市
花
園
一
丁

目
一
三
番
一
二

号

中
央
病
院
訪

介
護
事
業
所

〃

島
田
二
丁

目
二
二
番
一
一

号

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
や

〃

大
字
岩
田

二
六
七

六
号

療
法
人
錦
病

指
定
居
宅
介

サ
ー
ビ
ス
事

ヘ
ル
パ
ー
セ

タ
ー
あ
い
り

〃

錦
見
七

丁
目
一
六
番
一

号

一
あ
ん
し
ん

ー
ビ
ス
岩
国

〃

南
岩
国

町
四
丁
目
六
五

番
二
八
号

葉
タ
ク
シ
ー

〃

尾
津
町

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
・

く
ら
ほ
う
ふ

防
府
市
三
田
尻

二
丁
目
九
番
三

四
号

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
ス

イ
ル
ネ
ッ
ト

府

〃

大
字
佐

野
一
五
二
の
一

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
下
松

下
松
市
大
字
末

武
下
四
三
八
の

二

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
岩
国

岩
国
市
立
石
町

二
丁
目
二
番
三

会
福
祉
法
人

栄
会
日
の
山

訪
問
介
護
ス

ー
シ
ョ
ン

〃

大
字
東

岐
波
二
二
三

盤
台
病
院
在

介
護
支
援
セ

タ
ー

〃

野
中
一

丁
目
三
番
二
六

号

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
は

た
き

〃

末
広
町

一
番
一
三
号

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

六
、

〃

〃

〃

二
丁
目
九

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン

〃

港
区

本
木
六
丁
目

〇
番
一
号

社
会
福
祉
法
人

山
陽
小
野
田
市

社
会
福
祉
協
議

会

山
陽
小
野
田

千
代
町
一
丁

二
番
二
八
号

〃

〃〃

〃

〃

〃

〃

〃

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン

〃

港
区

本
木
六
丁
目

〇
番
一
号

有
限
会
社
ド

リ
ー
ム
ラ
イ
フ

周
南
市
秋
月

丁
目
三
番
三

号

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

ム
ヘ
ル
パ
ー
す

ば
る

二
五
九
の
一

有
限
会
社
あ
い

周
南
市
秋
月

丁
目
一
番
一

号

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

〃

〃

〃

〃

〃

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

〃

〃

〃

〃

〃

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン

〃

港
区

本
木
六
丁
目

〇
番
一
号

有
限
会
社
ホ
ー

柳
井
市
柳
井

田

九
番
九
号

六一

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
山
口
小
野

田
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

〃〃一
五
番
二

市目

さ
わ
や
か
社
協

小
野
田

〃千
代
町
一

二
番
二
八

さ
わ
や
か
社
協

山
陽

〃大
字
鴨
庄

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
徳
山

〃

城

三
丁
目
一

一
一
号

六一

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
周
南
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

〃

大

米
三
一
九

六

二六

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ド

リ
ー
ム
ラ
イ
フ

〃

秋

丁
目
三
番

号

田台

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
小
野

山
陽
小
野

日
の
出
三

四

ム
ヘ
ル
パ
ー
す

ば
る

二
五
九
の

一〇

あ
い
・
周
南
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

周
南
市
秋

丁
目
一
番

号

田台

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
周
南

〃

桜

丁
目
五
番

号

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
新
南

陽

〃

新

七
番
五
〇

田台

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
大
畠

柳
井
市
神

九
八
三
の

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
柳
井

〃

南

丁
目
九
番

六一

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
山
口
柳
井

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

〃

〃
八
番

二

有
限
会
社
ホ
ー

〃

柳
八
号

〃

〃

〃

丁
目

号

〃

〃

〃

九
二

〃

〃

〃

ケ
丘
五
番

〃

〃

〃

字
久

八
の

〃

〃

〃

月
二
三
六

〃

〃

〃

田
市

丁
目

〃

〃

〃

一
四

〃

月
一
一
〇

〃

〃

〃

木
三

六
〇

〃

〃

〃

堤
町
号

〃

〃

〃

代
二

二

〃

〃

〃

町
一

一
号

〃

〃

〃

四
号

〃

〃

〃

井
二

〃

〃 四

〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃



平成 年 月 日 金曜日

イ
学

〃社
会

山
陽

社
会

会〃

山 口 県

社
会

阿
武
祉
協

社
会

阿
東
祉
協

株
式

（定期）報

有
限
か
い

有
限

パサ
ー
タ
ー

医
療
会日

本

第 号

小
野

通
株

社
会

健
寿

社
会
長
寿

〃〃

〃

山

館

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

セ

〃

〃

〃

〃

アセ国

福
祉
法
人

小
野
田
市

福
祉
協
議

山
陽
小
野
田
市

千
代
町
一
丁
目

二
番
二
八
号

さ小

〃

さ

大
門
一
丁
目
一

番
三
号

病

福
祉
法
人

町
社
会
福

議
会

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
奈
古
三
〇

八
一
の
五

社阿祉訪所

福
祉
法
人

町
社
会
福

議
会

〃

阿
東
町

大
字
地
福
上
一

六
九
七

社阿祉

会
社
ニ
チ

東
京
都
千
代
田

ア

会
社
あ
さ

ご

〃大
字
鴨
庄
五
六

の
二

ひ護ン

会
社
オ
ー

ー
ツ
介
護

ビ
ス
セ
ン

〃大
字
東
高
泊
一

九
一
五
の
一
五

ヘテオ

法
人
健
仁

〃日
の
出
三
丁
目

七
番
二
号

訪テさ

赤
十
字
社

東
京
都
港
区
芝

小

田
第
一
交

式
会
社

〃日
の
出
一
丁
目

一
〇
番
一
八
号

第セ

福
祉
法
人

会

〃大
字
有
帆
六
六

二
の
八

高介

福
祉
法
人

会

〃大
字
小
野
田
一

三
二
四
の
一
〇

長護
陽

大
字
鴨
庄
九
二

ン
タ
ー
下
松

武
下
四
三
八
の

二

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
西
岩

岩
国
市
川
西
三

丁
目
五
番
四
〇

号

わ
や
か
社
協

野
田

山
陽
小
野
田
市

千
代
町
一
丁
目

二
番
二
八
号

わ
や
か
社
協

〃

院

大
字
小
野
田
三

七
〇
〇

会
福
祉
法
人

武
町
社
会
福

協
議
会
指
定

問
介
護
事
業

阿
武
郡
阿
武
町

大
字
奈
古
三
〇

八
一
の
五

会
福
祉
法
人

東
町
社
会
福

協
議
会

〃

阿
東
町

大
字
地
福
上
一

六
九
七

イ
リ
ス
ケ
ア

下
松
市
大
字
末

ま
わ
り
・
介

ス
テ
ー
シ
ョ

〃大
字
鴨
庄
五
六

の
二

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン

ー
パ
ー
ツ

〃大
字
東
高
泊
一

九
一
五
の
一
五

問
介
護
ス

ー
シ
ョ
ン
あ

紫
苑

〃大
字
山
川
九
〇

の
一

野
田
赤
十
字

〃

一
サ
ポ
ー
ト

ン
タ
ー

〃日
の
出
一
丁
目

一
〇
番
一
八
号

千
帆
苑
訪
問

護
事
業
所

〃大
字
有
帆
六
六

二
の
八

寿
園
訪
問
介

事
業
所

〃大
字
小
野
田
一

三
二
四
の
一
〇

〃

〃

防
訪
問

入
浴
介

護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五
、

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 二
号

〃

〃

〃〃

社
会
福
祉
法
人

寿
幸
会

萩
市
大
字
須

一
三
七
八
の

萩
市

〃

大
字
江

五
一
〇

〃

〃

〃

共
立
美
東
国
民

健
康
保
険
病
院

組
合

美
祢
郡
美
東

大
字
大
田
三

〇
〇

社
会
福
祉
法
人

阿
東
町
社
会
福

祉
協
議
会

阿
武
郡
阿
東

大
字
地
福
上

六
九
七

社
会
福
祉
法
人

博
愛
会

防
府
市
大
字

道
一
六
五
五

社
会
福
祉
法
人

神
原
苑

宇
部
市
神
原

二
丁
目
一
番

医
療
法
人
錦
病

院

岩
国
市
錦
見

丁
目
一
五
番

号

社
会
福
祉
法
人

大
和
福
祉
会

光
市
大
字
岩

二
六
七

山
陽
小
野
田
市

山
陽
小
野
田

日
の
出
一
丁

一
番
一
号

医
療
法
人
社
団

泉
仁
会

宇
部
市
大
字

田
四
〇
の
二

医
療
法
人
和
同

会

〃

大
字

岐
波
二
二
九

三

〃

〃

〃
〃

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

さ
ん
み
苑

五
二
の
一

ン
タ
ー

二
号

〃

神
原
苑
新
川
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

〃

大

串
六
五
の

佐一

す
さ
苑
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

萩
市
大
字

一
三
七
八

向

萩
市
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

か
が
や
き

〃

大
字

四
六
〇
の

萩
市
デ
イ
サ
ー

〃

三
見

町八

美
秋
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

美
祢
郡
美

大
字
大
田

〇
〇

町一

あ
と
う
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

阿
武
郡
阿

大
字
地
福

六
九
七

台

宇
部
あ
か
り
園

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

宇
部
市
大

岐
波
二
二

一
一
二

町二

神
原
苑
琴
芝
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

〃

神

二
丁
目
一

ロ
ー
ナ
ー
ス
常

盤
台

号

七七

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ア

イ
リ
ス

岩
国
市
錦

丁
目
一
六

号

田

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
や

ま
と

光
市
大
字

二
六
七

市目

山
陽
小
野
田
市

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

山
陽
小
野

大
字
厚
狭

三

木〇

泉
仁
会
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

宇
部
市
大

田
四
〇
の

西の

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ハ

ロ
ー
ナ
ー
ス
宇

部

〃

大

岐
波
二
二

三

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ハ

〃

野

丁
目
三
番

五

〃

字
小

一
七

〃

〃

〃

須
佐

の
一

〃

〃

〃

椿
三

二

〃

〃

〃

三
八

〃

〃

東
町

三
八

〃

〃

〃

東
町
上
一

〃

〃

〃

字
西
九
の

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

〃

原
町

番
二

〃

〃

〃

見
七
番
一

〃

〃

〃

岩
田

〃

〃

〃

田
市
五
〇

〃

〃

〃

字
木

二
〇

介
護
予

防
訪
問

看
護

〃

〃

字
西

九
の

〃

〃

〃

中
一
二
六

〃

〃

〃

〃 〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃



平

医
療

医
院

成 年 月 日 金曜日

イ
学

周
南

組
合

〃株
式

ビ
ル

山 口

〃社
会
大
和

有
限

株
式

（定期）県 報

裕
嵩
医
院

社
会
萩
市

事
業

株
式

み
ず

株
式
イ
学

第 号

〃〃〃医
療

法
人
竹
内

周
南
市
大
字
戸

田
二
七
八
三

デ

館

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

セ

農
業
協
同

下
松
市
西
柳
二

丁
目
三
番
四
八

号

サタ

〃

〃
〃

〃

サタ

会
社
不
二

サ
ー
ビ
ス

広
島
市
中
区
八

丁
堀
一
五
番
一

〇
号

デセ周

〃

〃

〃

〃

アセ

福
祉
法
人

福
祉
会

光
市
大
字
岩
田

二
六
七

やサタ

会
社
あ
い

周
南
市
秋
月
一

丁
目
一
番
一
〇

号

あサタ

会
社
ニ
チ

東
京
都
千
代
田

ア

会
波
多
野

二
四
七
の
五

裕医

福
祉
法
人

社
会
福
祉

団

〃

大
字
椿
三

四
六
〇
の
二

田デた

会
社
夢
の

う
み
社

山
口
市
中
尾
七

八
七
の
一

夢村サタ

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

アセ

〃

〃

〃

萩ビみ

〃

〃

〃

萩ビ楽

〃

〃

〃

萩イン

法
人
社
団

〃

大
字
堀
内

医
イ
サ
ー
ビ
ス

〃

大
字
夜

市
七
二
〇
の
一

ン
タ
ー
菊
川

上
六
四
四
の
一

周
南
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー
と
く
や
ま

〃

大
字
徳

山
五
八
二
五
の

八

周
南
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー
と
ん
だ

〃

清
水
一

丁
目
九
番
五
号

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
ふ
じ

南

〃

築
港
町

一
二
番
一
号

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
光

光
市
花
園
一
丁

目
一
三
番
一
二

号

ま
と
苑
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

大
字
岩
田

二
六
七

い
・
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー
秋
月

周
南
市
秋
月
三

丁
目
九
番
一
号

イ
リ
ス
ケ
ア

〃

大
字
下

嵩
会
波
多
野

院
タ
ン
ポ
ポ

二
四
七
の
五

万
川
小
規
模

イ
ホ
ー
ム
う

た
ね

〃

大
字
上
田

万
二
六
七
八

の
み
ず
う
み

防
府
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

防
府
市
大
字
西

浦
二
四
二
九
の

一

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
下
松

下
松
市
大
字
末

武
下
四
三
八
の

二

市
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

し
ま

〃

見
島
三
五

の
一

市
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

々
園

〃

大
字
山
田

四
二
九
三
の
一

市
中
津
江
デ

サ
ー
ビ
ス
セ

タ
ー
な
ご
み

〃

大
字
椿
東

三
一
五
の
六

療
法
人
社
団

〃

大
字
堀
内

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

六
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃〃〃

〃

〃

〃〃

社
会
福
祉
法
人

長
寿
会

〃大
字
小
野
田

三
二
四
の
一

医
療
法
人
健
仁

会

〃日
の
出
三
丁

七
番
二
号

大
字
西
高
泊

四
五
の
一

〃

〃〃

有
限
会
社
オ
ー

パ
ー
ツ
介
護

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

〃大
字
東
高
泊

九
一
五
の
一

〃

〃〃

〃

〃〃
〃

社
会
福
祉
法
人

山
陽
福
祉
会

〃大
字
埴
生
二

五
六

社
会
福
祉
法
人

健
寿
会

〃大
字
有
帆
六

二
の
八

有
限
会
社
安
喜

〃

社
会
福
祉
法
人

一
仁
会

〃

大
字

河
内
一
一
〇

の
二

医
療
法
人
社
団

民
正
会

山
陽
小
野
田

大
字
鴨
庄
一

の
三

医
療
法
人
社
団

光
栄
会

〃高
栄
一
丁
目

番
一
〇
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ひ
だ

ま
り

〃大
字
山
川

の
一

川

番
一
号

〃

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

オ
ー
パ
ー
ツ
横

土
手

〃大
字
東
高

九
一
五
の

一〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

施
設
明
寿
香
園

〃大
字
小
野

三
二
四
の

目

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
き
ら

ら

〃大
字
有
帆

二
の
一
一

一

あ
ん
き

大
字
西
高

四
五
の
一

〃

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
ん
き
に

〃〃〇
の
六

一五

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

オ
ー
パ
ー
ツ

〃日
の
出
四

九
番
二
五

〃

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

オ
ー
パ
ー
ツ
中

〃中
川
四
丁

〃

ケ
ア
ハ
ウ
ス
さ

ん
よ
う
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

〃大
字
埴
生

五
六
の
一

一

サ
ン
ラ
イ
フ
山

陽
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

〃〃五
六

六

高
千
帆
苑
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

〃大
字
有
帆

二
の
八

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

〃

大九

天
王
園
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

〃

大

河
内
一
一

の
二

市一

医
療
法
人
社
団

民
正
会
い
き
い

き
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
か
が
や
き

山
陽
小
野

大
字
山
川

の
一

二

小
野
田
ラ
イ
フ

ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ

ク
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

〃高
栄
一
丁

番
一
〇
号

八
六

〃

〃

〃

泊
一

一
五

〃

〃

〃

田
一

一
〇

〃

〃

〃

六
六

〃

〃

〃

泊
一

〃

八

〃

〃

〃

丁
目

号

〃

〃

〃

目
四

〃

〃

〃

二
一

〃

〃

〃

二
一

〃

〃

〃

六
六

〃

〃

〃

〃

〃

字
大

〇
九

〃

〃

〃

田
市

四
六

〃

〃

〃

目
二

〃

〃

〃

六

〃 〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃



平成

長
寿

年 月 日 金曜日

社
会

大
和

医
療

会社
会

健
寿

社
会

山 口 県

社
会
博
愛

社
会
光
栄

社
会

寿
幸

萩
市

（定期）報

陽
光

医
療
会医

療
村
重

医
療
会

第 号

医
療

会〃医
療

会

大
字
小
野
田
一

三
二
四
の
一
〇

ホ が

福
祉
法
人

福
祉
会

光
市
大
字
岩
田

二
六
七

特ホ苑

法
人
健
仁

山
陽
小
野
田
市

日
の
出
三
丁
目

七
番
二
号

短介

福
祉
法
人

会

〃大
字
有
帆
六
六

二
の
八

特ホ苑

福
祉
法
人

〃

特

福
祉
法
人

会

防
府
市
大
字
台

道
一
六
五
五

特ホか

福
祉
法
人

会

宇
部
市
大
字
東

岐
波
二
二
三

特ホ園

福
祉
法
人

会

萩
市
大
字
須
佐

一
三
七
八
の
一

特ホ

〃

大
字
江
向

五
一
〇

萩老

会

目
二
二
番
一
六

号

会

法
人
緑
山

周
南
市
大
字
鹿

野
下
一
一
六
一

の
一

鹿

法
人
社
団

医
院

山
陽
小
野
田
市

須
恵
一
丁
目
一

二
番
一
〇
号

デぞ

法
人
和
同

宇
部
市
大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

常

法
人
和
同

宇
部
市
大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

医会リ病

〃

〃
〃

常

法
人
社
団

光
市
島
田
二
丁

医
ー
ム
長
寿
園

大
字
小
野
田
一

三
二
四
の
一
〇

や
き

別
養
護
老
人

ー
ム
や
ま
と

光
市
大
字
岩
田

二
六
七

期
入
所
生
活

護
あ
さ
紫
苑

山
陽
小
野
田
市

大
字
山
川
九
〇

の
一

別
養
護
老
人

ー
ム
高
千
帆

〃大
字
有
帆
六
六

二
の
八

別
養
護
老
人

〃

別
養
護
老
人

ー
ム
宇
部
あ

り
園

〃

大
字
西

岐
波
二
二
九
の

一
〇
五

別
養
護
老
人

ー
ム
日
の
山

〃

大
字
東

岐
波
二
二
三

別
養
護
老
人

ー
ム
す
さ
苑

萩
市
大
字
須
佐

一
三
七
八
の
一

市
特
別
養
護

人
ホ
ー
ム
か

〃

大
字
椿
三

四
六
〇
の
二

光
中
央
病
院

目
二
二
番
一
六

号

野
博
愛
病
院

周
南
市
大
字
鹿

野
下
一
一
六
一

の
一

イ
ケ
ア
あ
お

ら

山
陽
小
野
田
市

須
恵
一
丁
目
一

二
番
一
〇
号

盤
台
病
院

宇
部
市
野
中
一

丁
目
三
番
二
六

号

療
法
人
和
同

宇
部
リ
ハ
ビ

テ
ー
シ
ョ
ン

院

宇
部
市
大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

盤
台
病
院

〃

野
中
一

丁
目
三
番
二
六

号

療
法
人
陽
光

光
市
島
田
二
丁

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

〃

〃

〃

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

神
原
苑

二
丁
目
一
番

二
号

三

株
式
会
社
ハ
ッ

タ
山
口

周
南
市
大
字

米
一
一
二
四

周
南
農
業
協
同

組
合

下
松
市
西
柳

丁
目
三
番
四

号

有
限
会
社
オ
ー

パ
ー
ツ
介
護

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

山
陽
小
野
田

大
字
東
高
泊

九
一
五
の
一

社
会
福
祉
法
人

宇
部
市
神
原

イ
学
館

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

有
限
会
社
双
葉

商
事

岩
国
市
川
西

丁
目
五
番
五

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

海
井
医
科
器
械

株
式
会
社

岩
国
市
御
庄

丁
目
一
〇
一

番
二
四
号

有
限
会
社
ホ
ワ

イ
ト
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
益
田

島
根
県
浜
田

下
府
町
一
八

の
一

株
式
会
社
山
口

メ
デ
ィ
カ
ル

防
府
市
大
字

海
二
五
二
〇

有
限
会
社
加
賀

メ
デ
ィ
カ
ル

〃

佐
波

丁
目
一
〇
番

二
号

株
式
会
社
ニ
チ

東
京
都
千
代

海
井
医
科
器
械

株
式
会
社

岩
国
市
御
庄

丁
目
一
〇
一

三

常
盤
薬
品
株
式

会
社

宇
部
市
大
字

崎
開
作
八
六

の
一

株
式
会
社
は
ん

ど

〃

小
松

町
二
丁
目
一

二

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

二
丁
目
一

二
号

営
業
所

七
二

久

株
式
会
社
ハ
ッ

タ
山
口

〃

大

米
一
一
二

二八

周
南
福
祉

用
具
レ
ン
タ
ル

事
業
所

〃

清

丁
目
九
番

市一五

オ
ー
パ
ー
ツ
介

護
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

山
陽
小
野

大
字
東
高

九
一
五
の

町

神
原
苑
琴
芝
デ

宇
部
市
神

台

セ
ン
タ
ー
川
西

丁
目
五
番

号

四号

有
限
会
社
双
葉

商
事
ヘ
ル
ス
ケ

ア
シ
ョ
ッ
プ
ふ

た
ば

〃

尾

二
丁
目
二

三
四
号

田台

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
周
南

周
南
市
桜

丁
目
五
番

号

二の

海
井
医
科
器
械

株
式
会
社
周
南

〃

鼓

丁
目
一
一

番
二
四
号

市九

ホ
ワ
イ
ト
ク

リ
ー
ニ
ン
グ

ハ
ー
ト
・
ケ
ア

事
業
部

萩
市
大
字

七
四
二
の

富

株
式
会
社
山
口

メ
デ
ィ
カ
ル

防
府
市
大

海
二
五
二

二一

有
限
会
社
加
賀

メ
デ
ィ
カ
ル

〃

佐

丁
目
一
〇

二
号

田

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

岩
国
市
川

二の

海
井
医
科
器
械

株
式
会
社
宇
部

営
業
所

宇
部
市
神

二
丁
目
三

三
の
一

妻〇

常
盤
薬
品
株
式

会
社
介
護
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

〃

大

崎
開
作
八

の
一

原〇

は
ん
ど
宇
部
店

〃

小

町
二
丁
目

七

番
二

防
認
知

症
対
応

型
通
所

介
護

〃

字
久

四

〃

〃

〃

水
一

五
号

〃

〃

〃

田
市

泊
一

一
五

〃

〃

〃

原
町

介
護
予

〃

四
一

〃

津
町

一
番

〃

〃

〃

木
三
六
〇

〃

〃

〃

海
二

八
の

〃

〃

〃

椿
二

三

〃

〃

〃

字
富
〇

〃

〃

〃

波
二
番
一

〃

〃

〃

西
三

〃

〃

原
町

七
六

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

〃

〃

字
妻

六
〇

〃

〃

〃

松
原
一
〇

〃

〃

〃

〃 〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃



平成 年 月 日 金曜日

介
護地名

宇
部

山
陽

山 口

会〃山
生

（定期）県 報

医
療
会社

会
寿
幸

萩
市

医
療

第 号

株
式

イ
学

〃医
療

会

の
出
一
丁
目
一
番

一
号

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
支
援
計

平
成
十
八
年
七
月
七
日

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

市

宇
部
市
常
盤
町
一

丁
目
七
番
一
号

小
野
田
市

山
陽
小
野
田
市
日

日
の
出
三
丁
目

七
番
二
号

ム

〃〃〃

〃

グム

口
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
人
博
愛

〃

上
町
一

丁
目
四
番
一
一

号

グムび

福
祉
法
人

会

萩
市
大
字
須
佐

一
三
七
八
の
一

グム

〃

大
字
江
向

五
一
〇

萩知ルな

法
人
健
仁

山
陽
小
野
田
市

グ

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

アセ

〃

〃

〃

〃

アセ

法
人
和
同

宇
部
市
大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

グム

域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

の
出
一

一
号

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

山
口
県
知

介
護
予
防
支
援
事

名

称

所

宇
部
市
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

宇
部
市

丁
目
四

山
陽
小
野
田
市
地

山
陽
小

花

大
字
有
帆
六
六

二
の
一
一

ル
ー
プ
ホ
ー

風
花

〃大
字
山
川
九
〇

の
一

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

ル
ー
プ
ホ
ー

和
ら
ぎ
・
歓

〃

大
字
妻

崎
開
作
四
六
七

ル
ー
プ
ホ
ー

ほ
た
る
の
里

萩
市
大
字
須
佐

一
三
七
八
の
一

市
中
津
江
認

症
高
齢
者
グ

ー
プ
ホ
ー
ム

ご
み

〃

大
字
椿
東

三
一
五
の
六

ル
ー
プ
ホ
ー

山
陽
小
野
田
市

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
下
松

下
松
市
大
字
末

武
下
四
三
八
の

二

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
菊
川

周
南
市
大
字
下

上
六
四
四
の
一

ル
ー
プ
ホ
ー

宇
部

宇
部
市
大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

丁
目
一
番

〃

〃

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地

琴
芝
町
二

番
二
五
号

平
成
一
八
、

四
、

一

野
田
市
日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

護〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

〃

〃

〃

式
会
社

目
一
〇
一

株
式
会
社
ハ
ッ
タ

山
口

周
南
市
大

一
一
二
四

周
南
農
業
協
同
組

合

下
松
市
西

目
三
番
四

有
限
会
社
オ
ー

パ
ー
ツ
介
護
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

山
陽
小
野

字
東
高
泊

五
の
一
五

株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

東
京
都
千

神
田
駿
河

目
九

有
限
会
社
双
葉
商

事

岩
国
市
川

目
五
番
五

株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

東
京
都
千

神
田
駿
河

目
九

海
井
医
科
器
械
株

岩
国
市
御

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

常
盤
薬
品
株
式
会

社

宇
部
市
大

開
作
八
六

株
式
会
社
は
ん
ど

〃

小

二
丁
目
一

四
号

有
限
会
社
ホ
ワ
イ

ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

益
田

島
根
県
浜

府
町
一
八

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
九

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
十
八
年
七
月
七
日

の
三

式
会
社
周
南
営
業

所

目

字
久
米

株
式
会
社
ハ
ッ
タ

山
口

〃一

柳
二
丁

八
号

周
南
福
祉
用

具
レ
ン
タ
ル
事
業

所

〃目

田
市
大

一
九
一

オ
ー
パ
ー
ツ
介
護

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

山字五

代
田
区

台
二
丁

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
川
西

岩目

西
四
丁

号

有
限
会
社
双
葉
商

事
ヘ
ル
ス
ケ
ア

シ
ョ
ッ
プ
ふ
た
ば

〃丁号

代
田
区

台
二
丁

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
周
南

周目

庄
二
丁

海
井
医
科
器
械
株

〃

事
業
者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

務
所

名

称

所

字
妻
崎

〇
の
一

常
盤
薬
品
株
式
会

社
介
護
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

宇開

松
原
町

〇
番
二

は
ん
ど
宇
部
店

〃二四

田
市
下

九
の
一

ホ
ワ
イ
ト
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
ハ
ー
ト
・

ケ
ア
事
業
部

萩四

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る

山
口

一
一
八
の
七
二

〃

大
字
久
米

一
二
四

〃

〃

清
水
一
丁

九
番
五
号

〃

〃

陽
小
野
田
市
大

東
高
泊
一
九
一

の
一
五

〃

〃

国
市
川
西
三
丁

五
番
四
一
号

〃

〃

尾
津
町
二

目
二
一
番
三
四

〃

〃

南
市
桜
木
三
丁

五
番
六
〇
号

〃

〃

鼓
海
二
丁

〃

具
販
売
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

部
市
大
字
妻
崎

作
八
六
〇
の
一

平
成
一
八
、
四
、

小
松
原
町

丁
目
一
〇
番
二

号

〃

〃

市
大
字
椿
二
七

二
の
三

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

八

〃〃〃〃 〃〃〃 一〃〃 、



平成

岩地

年 月 日 金曜日

道路道

山 口 県

場
に

山
道

路
のそ

て
一

（定期）報

に分
二三

第 号

山
森

安
林

一
国
市
周
東
町
獺
越
字
郷
一
三
七
〇
の
四

先
か
ら

平
成
十
八
年
七
月
七
日

路
の
種
類

県
道

線

名

周
東
美
川
線

路
の
区
域

区

間

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

口
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
八
年
七

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
字

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
〇

に
限
る
。
）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

口
県
告
示
第
三
百
八
十
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る

平
成
十
八
年
七
月
七
日

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

旧

最
狭

四
・
〇

最
広

九
・
五

山
口
県
知

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

月
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土

中
磯
下
九
九
八
の
一
・
九
九
九

四
、
大
字
伊
保
田
字
帯
石
一
〇

図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森

百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の

。

山
口
県
知

一
七
四
・
五

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

備

考

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図

七
九
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部

林
整
備
課
及
び
周
防
大
島
町
役

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

萩
篠
生
線

同
市
同
大
字
字
若
藪

路
線
名

供

用

県

道

周
東
美
川
線

岩
国
市
周
東
町
獺
越

同
市
周
東
町
獺
越
字

路
線
名

供

用

県

道

萩
市
大
字
吉
部
下
字

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
七
日

区
長
門
市
日
置
上
字
山
崎
四
五
〇
五
の

先
か
ら

同
市
日
置
上
字
高
原
田
五
三
七
〇
の

先
ま
で

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
二

同
市
周
東
町
獺
越
字
傍
示
ケ
垰
一
三

の
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

長
門
油
谷

道
路
の
区
域

七
一
二
の
四
地
先
ま
で

開

始

の

区

字
郷
一
三
七
〇
の
四
地
先
か
ら

傍
示
ケ
垰
一
三
〇
九
の
一
地
先
ま
で

開

始

の

区

平
床
八
〇
一
の
一
地
先
か
ら

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

八
年
七
月
七
日
か
ら
一
月
間
山
口

山
口

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
地

旧

最
狭

八
・
〇

最
広

一
一
・
八

二
地

新

最
狭

一
二
・
〇

最
広

二
二
・
〇

号 〇
九

新

最
狭

八
・
七

最
広

二
〇
・
八

線

九 日

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
七
月
八

日

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
七
月
八

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

県
知
事

二

井

関

成

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

三
〇
九
・
四

三
〇
九
・
四

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

一
六
五
・
二

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

道い



平

に
よ

成 年 月 日 金曜日

〃〃〃山
建

山 口

と
市下〃〃〃〃

（定期）県 報

急
条
第

一二

第 号

路県長山

る
意
見
の
聴
取
を
次
の
と
お
り
行

〃〃〃

口
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区

名

町

関

市

長

崎

中

央

〃〃〃〃

傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地

平
成
十
八
年
七
月
七
日

区
域
の
名
称

長
崎
中
央
町
地
区

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

線
名

供

用

道

門
油
谷
線

長
門
市
日
置
上
字
山
崎
四

同
市
日
置
上
字
高
原
田
五

口
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

う
。 五

二
九
の
五

五
二
九
の
八

五
二
八
の
七

第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第

域
名

地

番

町

五
三
一
の
六

五
三
六
の
一

五
三
三
の
一

五
二
一
の
九
三

五
三
〇
の
九

止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区

山
口
県
知

る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を

開

始

の

区

間

五
〇
五
の
一
地
先
か
ら

三
七
〇
の
二
地
先
ま
で

六
号

七
号

八
号

十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
開

標

柱

番

号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

域
を
指
定
す
る
。

事

二

井

関

成

順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
七
月
八

日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

平
成
十
七
年
八
月
二

秋

穂

町

平
成
十
五
年
五
月
十

平
成
十
七
年
三
月
十

二

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
七
日

（
三
六
九
）
特
定
非
営
利
活
動

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を

美

祢

市

平
成
十
六
年
五
月
十

平
成
十
八
年
三
月
二

周

南

市

平
成
十
六
年
五
月
二

平
成
十
七
年
十
一
月

徳

地

町

平
成
十
六
年
五
月
十

公

（
三
六
八
）
国
土
調
査
の
成
果

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し

平
成
十
八
年
七
月
七
日

平
成
十
八
年
七
月
七
日

意

見

の

聴

取

第
一
種
住
居
地
域
内
の
熊
毛

字
瀬
戸
三
六
五
八
の
一
に
お
い

増
築
す
る
こ
と
に
つ
い
て

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

十
九
日
ま
で

徳
地
町
地
籍
簿

六
日
か
ら

五
日
ま
で

秋
穂
町
地
籍
図

秋
穂
町
地
籍
簿

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

名
称
等

行
っ
た
期
間

成
果
の
名

七
日
か
ら

十
二
日
ま
で

美
祢
市
地
籍
図

美
祢
市
地
籍
簿

十
四
日
か
ら

三
十
日
ま
で

周
南
市
地
籍
図

周
南
市
地
籍
簿

一
日
か
ら

徳
地
町
地
籍
図

告

の
認
証

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条

ま
し
た
。

山
口

山
口

の

理

由

意
見

期
日

郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷

て
自
動
車
修
理
工
場
を

平
成
十

八
日
（

後
六
時

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。

東
の
一
部

称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
嶺
町
東
分
の
一
部

大
字
湯
野
の
一
部

大
字
上
村
の
一
部

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調

県
知
事

二

井

関

成

県
知
事

二

井

関

成

の
聴
取
の

意
見
の
聴
取
の

場
所

八
年
七
月
十

火
曜
日
）
午

三
十
分

麻
里

公
民
館

府

一
〇

お 査

公

告



平成 年 月 日 金曜日

一二

山 口 県

（
三特

と
お変

書
及

及
び

（定期）報

二三
す

第 号

同
十
四

覧
に

一

平
成
十
八
年
七
月
七
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

野

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

七
〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
収
支
予
算
書
は
、
平
成
十
八
年

山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

聴

代

表

者

の

氏

名

玉

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

周

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

聴
覚
障
害
者
に
対
し
て
、
生
活
支

る
こ
と
。

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

供
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
七
月
七
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
き
ょ
う
・

村

和
志

部
市
常
盤
台
二
丁
目
二
番
一
〇

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

八
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

覚
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

野

和
子

南
市
速
玉
町
七
番
二
六
号

援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
聴

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
周

山
口
県
知

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

生
一
〇
一
号

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

こ
す
も
す
の
家

覚
障
害
者
の
社
会
参
加
に
寄
与

る
書
類
は
、
平
成
十
八
年
八
月

南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

事

二

井

関

成

三
五
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

駐
車
場
の
収
容
台
数

七
九
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
三
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

名
氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
丸
久

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設

平
成
十
九
年
二
月
二
十
八

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

一
、
四
九
四
平
方
メ
ー
ト

平
成
十
八
年
七
月
七
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
西
岐

所
在
地

宇
部
市
大
字

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

名

称

株
式
会
社
丸
久

（
三
七
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

同
年
十
一
月
七
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

の
配
置
に
関
す
る
事
項

の
容
量

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

住
防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

を
す
る
日

日舗
面
積
の
合
計

ル

山
口

及
び
所
在
地

波
店

西
岐
路
一
五
六
一
の
三

す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

住
防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

一
一

刻
及
び
閉
店
時
刻

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

所

代
表
者
の
氏

倉
重

雅
之

県
知
事

二

井

関

成

代
表
者
の
氏
名

所

代
表
者
の
氏

倉
重

雅
之

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
十
八
年
七
月
七
日
か

宇
部
市
経
済
部
商
業
観
光
課
に
お

氏名 名 のらい



平成 年 月 日 金曜日

二
株

三

山 口

同
年

て
公

一

（定期）県 報

八（
三大

と
お当

第 号

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
フ
ジ

愛
媛

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

駐
車
場
の
収
容
台
数

十
一
月
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
七
月
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
柳

所
在
地

柳
井
市
柳
井
四
六
八

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日

七
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
丸
久

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
翌
日
の

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

一
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で四

箇
所

三

代
表
者
の
氏
名

住県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一

変

更

前

一
九
八
台

一

商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
柳
井

山
口
県
知

在
地

井七
の
一

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

開
店
時

午
前
九

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
十
五
分
ま
で

数ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

箇
所

所

代
表
者
の
氏
名

号

橋

吉
昭

変

更

後

六
九
台

市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い

事

二

井

関

成

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
十
八
年
七
月
七
日
か
ら

刻

閉
店
時
刻

時
三
〇
分

午
後
一
二
時

間
帯

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
七
月
七
日

山
口
県
公
安
委
員
会
の

程
名

称

（
仮
称
）
ス

所
在
地

山
口
市
大
内

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

公

安

十
八
年
二
月
十
七
日
山
口
県
公

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
八
年

課
及
び
山
口
市
経
済
部
商
工
振

平
成
十
八
年
七
月
七
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
八

五

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
一
日

（
三
七
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

五
号

に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に

ポ
ー
ツ
デ
ポ
・
ゴ
ル
フ
５
山
口
店

御
堀
九
六
四
の
一

は
な
い
。

委

員

会

告
（
九
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売

七
月
七
日
か
ら
同
年
八
月
七
日
ま

興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

山
口

及
び
所
在
地

日立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山
口

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

一
二

委 を規 市政 成

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

別こ

（定期）報

条

」別第 第 第 第

第 号

別第別第別
表
第
二
の
五
の
表
第
八
条
第
一
項

附

則

の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
七
月
七

に
改
め
る
。

表
第
二
の
三
の
表
に
次
の
よ
う
に

指
年

少
項

５
第
条

り
入

立
項

１
第

２
の
条

指
年

少
項

２
第

２
の
条

指
年

少
項

３
第

２
の
条 表

第
一
の
十
六
の
表
第
三
十
八
条

指
年

少
項

５
第
条表

第
一
の
十
六
の
表
第
三
十
八
条

指
年

少
項

３
第

２
の
条表

第
一
の
二
十
の
表
第
八
条
第
二

の
項
を
削
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

加
え
る
。

委
導

施
実
の

修
研

員
委

導

員
委

導

示
指
る

す
対

に
員

理
受

の
告

報
の

ら
か

第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

施
実

の
修

研
員

委
導

の
二
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の

受
の

告
報

の
ら

か
員

委
導

理

項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
九
条

に
加
え
る
。

よ
う
に
加
え
る
。

の
項
中
「

条
９

第

」
を
「

８
第

一
三



平
成
十

平
成
十
八
年
七
月
七
日
印
刷

発

八
年
七
月
七
日
発
行

発
行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

定
価
一
箇
月

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


